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歴
史
を
紐
解
く

　 

混
迷
す
る
足
利
政
権 

そ
の
一　
享
徳
、
応
仁
・
文
明
の
大
乱

　
八
代
将
軍
を
継
い
だ
義
政
は
・
・
・

　

嘉
吉
三
年
（1443

）、
八
才
で
将
軍
に
選
出
さ
れ
、
管
領
の
畠
山
持
国

ら
の
後
見
で
職
を
継
承
す
る
。
文
安
六
年
（1449

）、
義
政
は
征
夷
大
将

軍
の
宣
下
を
受
け
、
母
の
日
野
重
子
や
乳
母
の
今い
ま

参ま
い
り

局の
つ
ぼ
ねら
に
囲
ま
れ
、

疑ぎ

似じ

父
子
の
関
係
と
な
っ
た
政
所
の
執
事
、
伊
勢
貞さ
だ

親ち
か

な
ど
、
側
近
の
強

い
影
響
の
許
で
文
化
人
と
し
て
成
長
し
た
。

　

祖
父
の
三
代
将
軍
義
満
や
父
の
政
策
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て

積
極
的
な
活
動
を
開
始
す
る
。
ま
ず
側
近
集
団
を
基
盤
と
し
て
守
護
大
名

の
勢
力
に
対
抗
し
、
将
軍
の
親
裁
権
の
強
化
を
図
る
。
守
護
大
名
た
ち
の

電
子
版
市
民
プ
レ
ス　
第
69
号

　

タ
ブ
ロ
イ
ド
地
域
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
第
69
号
（2015/7/5

発
行
）
の
電
子
版
と

し
て
再
編
集
し
ま
し
た
。
電
子
書
籍
専
用
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
で
お
読
み
下
さ
い
。

ま
た
ご
利
用
の
環
境
に
よ
っ
て
は
、電
子
書
籍
の
閲
覧
が
で
き
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

足利義政像（伝土佐光信画、東京国立博物館蔵）
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内
紛
に
介
入
し
、
東
国
、
鎌
倉
の
争
乱
に
も
参
戦
し
た
。

　
関
東
と
都
で
起
こ
っ
た
内
乱
は
・
・
・

　

永
享
十
年
（1438

）、
関
東
地
方
で
起
こ
っ
た
「
永
享
の
乱
」
は
幕
府
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
が
、
つ

づ
い
て
享
徳
三
年
十
二
月
（1455

）
に
は
「
享
徳
の
乱
」
が
勃
発
し
、三
十
年
後
に
よ
う
や
く
終
結
し
た
。

ま
た
京
都
で
は
、
応
仁
元
年
（1467

）
に
「
応
仁
の
乱
」
が
始
ま
る
。
十
数
年
に
亘
る
戦
乱
に
よ
っ
て
、

主
要
な
戦
場
と
な
っ
た
都
は
灰
燼
に
帰
し
、
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
て
荒
廃
し
た
。

　
「
享
徳
の
乱
」
の
発
端
は
・
・
・

　
上
杉
憲
忠
が
謀
殺
さ
れ
る

　

発
端
と
な
っ
た
の
は
、
五
代
鎌
倉
公
方
の
足
利
成
氏
に
よ
っ
て
関
東
管
領
の
上
杉
憲
忠
が
暗
殺
さ
れ
た

事
件
で
あ
る
。
享
徳
三
年
の
十
二
月
（1455
）、
管
領
の
屋
敷
に
い
た
憲
忠
は
、
公
方
・
成
氏
か
ら
至
急

の
出
仕
命
令
を
受
け
る
。
そ
の
と
き
、
上
杉
家
の
家
臣
長
尾
景
仲
は
義
兄
の
長
尾
実さ
ね

景か
げ

（
江
ノ
島
合
戦
の

の
ち
、
景
仲
が
家
宰
を
退
き
、
代
わ
っ
て
家
宰
と
な
る
）
に
留
守
を
託
し
、
長
尾
郷
（
現
・
横
浜
市
栄
区
）
の

御
霊
宮
へ
参
詣
に
出
掛
け
て
い
た
。

　

憲
忠
が
成
氏
の
御
所
に
出
仕
す
る
と
、
成
氏
の
命
を
受
け
た
武
士
た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
、
憲
忠
は
な
す

す
べ
も
無
く
謀
殺
さ
れ
た
。
ま
た
別
働
隊
が
管
領
の
屋
敷
を
襲
撃
し
、
長
尾
実
景
、
ほ
か
上
杉
家
の
家
臣

た
ち
を
殺
害
し
た
。

　
暗
殺
の
報
せ
を
聞
い
た
景
仲
は

　

鎌
倉
に
戻
っ
て
直
ち
に
管
領
の
屋
敷
に
火
を
放
つ
と
と
も
に
、
生
き
残
っ
た
人
々
を
扇
谷
上
杉
持も
ち

朝と
も

の

も
つ
糟
谷
館
に
避
難
さ
せ
た
。
景
仲
は
、
持
朝
（
す
で
に
隠
居
し
て
い
た
）
や
そ
の
嫡
男
で
同
家
当
主
の

顕あ
き

房ふ
さ

ほ
か
一
族
の
要
人
と
協
議
し
て
、
京
都
に
い
る
憲
忠
の
弟
・
房ふ
さ

顕あ
き

を
次
の
関
東
管
領
に
迎
え
る
こ
と

を
決
め
た
。
さ
ら
に
景
仲
は
、嫡
男
の
景
信
を
直
接
京
都
に
派
遣
し
て
こ
と
の
次
第
を
幕
府
に
報
告
し
た
。

　
足
利
成
氏
の
怨
恨
だ
っ
た
か
？

　

成
氏
が
管
領
の
上
杉
憲
忠
を
謀
殺
し
た
の
は
、
か
つ
て
の
永
享
の
乱
で
、
父
持
氏
を
死
に
追
い
や
っ
た

上
杉
氏
へ
の
恨
み
で
は
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
鎌
倉
府
内
部
の
対
立
が
要
因
だ
っ
た
の
で
は
、
と
も

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
分
倍
河
原
の
戦
い

　

年
が
明
け
て
享
徳
四
年
、
山
内
上
杉
氏
が
守
護
を
務
め
、
本
拠
と
し
て
い
た
上
野
国
を
目
指
し
て
鎌
倉

を
出
発
し
た
成
氏
は
、
山
内
上
杉
方
の
家
宰
、
長
尾
景
仲
・
扇
谷
上
杉
方
の
家
宰
、
太
田
資
清
を
追
っ
て
、
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武
蔵
国
府
中
の
高
安
寺
に
入
っ
た
。
一
方
、
こ
の
動
静
を
知
っ
た
長
尾
景
仲
は
上
野
・
武
蔵
の
兵
を
率
い

て
府
中
に
向
け
て
出
撃
し
、
こ
れ
と
合
流
す
る
た
め
に
上
杉
氏
一
族
は
府
中
近
郊
に
集
結
し
た
。

　

上
杉
軍
は
二
千
騎
の
兵
で
高
安
寺
に
攻
め
寄
せ
る
と
、
成
氏
軍
は
武
蔵
国
分
倍
河
原
に
五
百
騎
を
も
っ

て
討
っ
て
出
た
。
成
氏
軍
の
突
撃
で
不
意
を
突
か
れ
た
上
杉
軍
は
混
乱
し
た
が
、
新
手
の
五
百
騎
を
も
っ

て
迎
撃
し
た
。

　
上
杉
軍
は
後
退
す
る
・
・
・

　

し
か
し
緒
戦
で
上
杉
方
は
、
先
鋒
の
大
石
房
重
ら
が
討
た
れ
た
。
大
石
氏
は
、
関
東
管
領
上
杉
氏
の
も

と
で
四
宿
老
（
長
尾
氏
・
大
石
氏
・
小
幡
氏
・
白
倉
氏
）
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
代
々
武
蔵
国
の
守
護
代
を

務
め
て
い
た
。
房
重
は
そ
の
名
門
大
石
氏
の
嫡
男
に
当
た
る
。

　

成
氏
軍
に
も
多
く
の
犠
牲
が
出
て
、
戦
況
は
一
進
一
退
と
な
っ
た
が
、
成
氏
方
が
激
し
く
襲
撃
し
た
の

で
、
上
杉
方
は
後
退
し
始
め
る
。
し
か
も
相
模
へ
の
退
路
を
絶
た
れ
た
の
で
、
東
に
向
か
っ
て
逃
走
し
た
。

成
氏
軍
の
追
跡
は
続
き
、武
蔵
夜
瀬（
同
三
鷹
市
）で
包
囲
さ
れ
た
扇
谷
上
杉
家
当
主
の
顕あ
き

房ふ
さ（

持
朝
の
嫡
男
）

は
自
害
し
て
果
て
る
。
ま
た
上
杉
憲の
り

秋あ
き

（
犬
懸
上
杉
家
の
氏
憲
∧
禅
秀
∨
の
子
）
は
現
・
日
野
市
、
高
幡
不

動
の
地
で
自
刃
し
た
。
長
尾
景
仲
は
辛
う
じ
て
難
を
逃
れ
、
常
陸
国
小お

栗ぐ
り

城
（
現
・
茨
城
県
筑
西
市
）
ま

で
落
ち
延
び
る
。

　
鎌
倉
公
方
・
成
氏
は
下
総
古
河
に
・
・
・

　

分
倍
河
原
で
上
杉
方
を
打
ち
破
っ
た
成
氏
は
、
上
杉
方
を
追
っ
て
三
月
に
は
下
総
国
古
河
に
到
着
し
、

さ
ら
に
各
地
に
転
戦
す
る
。
敗
れ
た
上
杉
勢
が
小
栗
城
に
立
て
籠
も
る
と
、
閏
四
月
、
成
氏
は
攻
め
立
て

て
陥
落
さ
せ
た
、
と
『
鎌
倉
大
草
紙
』
に
見
え
る
。
同
書
は
、
康
暦
二
年
／
天
授
六
年
（1380
）
か
ら
文

明
十
一
年
（1479

）
ま
で
、
百
年
間
の
歴
史
を
記
し
、『
太
平
記
』
を
継
承
す
る
の
で
、
太
平
後
記
の
別

称
が
あ
る
。

　

こ
こ
に
関
東
の
戦
乱
の
火
蓋
は
切
ら
れ
、
戦
国
時
代
へ
と
誘
導
さ
れ
て
ゆ
く
。

　
上
杉
勢
の
反
攻

　

憲
忠
の
弟
・
房
顕
を
後
継
と
し
た
山
内
上
杉
家
は
体
制
の
立
て
直
し
を
図
る
と
、
幕
府
は
上
杉
氏
の
支

援
を
決
め
た
。
同
年
四
月
に
は
後
花
園
天
皇
か
ら
成
氏
追
討
の
綸
旨
と
御
旗
を
得
た
の
で
、
成
氏
は
朝
敵

と
な
る
。

　
新
任
の
関
東
管
領
が
着
任
し
て

　

憲
忠
の
弟
房
顕
は
京
都
に
在
っ
て
、
関
東
管
領
に
任
命
さ
れ
る
。
成
氏
征
討
軍
の
大
将
と
し
て
関
東
に

下
向
す
る
と
、従
弟
の
越
後
守
護
上
杉
房
定
と
合
流
し
て
上
野
平
井
城
（
現
・
群
馬
県
藤
岡
市
）
に
入
っ
た
。

上
杉
勢
は
、
越
後
上
杉
氏
の
援
軍
と
小
栗
城
の
敗
残
兵
と
と
も
に
下
野
天て
ん

命み
ょ
う（

現
・
佐
野
市
）
の
只
木
山
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に
布
陣
す
る
。
成
氏
は
そ
の
西
方

の
現
・
足
利
市
の
辺
り
で 

態
勢
を

整
え
て
対
抗
し
、
小
山
へ
と
移
動

し
た
。

　
今
川
範の
り

忠た
だ

は
鎌
倉
を
制
圧
す
る

　

一
方
、
駿
河
守
護
の
今
川
範
忠

は
天
皇
か
ら
御
錦
旗
を
受
け
取
っ

て
四
月
に
都
を
発
ち
（『
康
富
記
』）、

六
月
に
は
鎌
倉
を
攻
め
落
と
し
た

（『
鎌
倉
大
草
紙
』）。

　

成
氏
は
初
代
「
古
河
公
方
」
と

な
る

　

本
拠
地
・
鎌
倉
を
放
棄
し
た
成

氏
は
下
総
古
河
を
本
拠
地
と
し
た

の
で
、「
古
河
公
方
」
と
呼
ば
れ
、

古
河
鴻
巣
に
屋
形
（
古
河
公
方
館
）
を
設
け
た
（
長
禄
元
年
の
十
月
、
修
復
さ
れ
た
古
河
城
に
移
る
）。

　

古
河
を
新
た
な
本
拠
と
し
た
の
は
、
下
河
辺
荘
等
の
広
大
な
「
鎌
倉
公
方
」
の
御
料
所
の
拠
点
と
し
て

す
で
に
経
済
的
な
基
盤
だ
っ
た
こ
と
、
水
上
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
こ
と
、
古
河
公
方
を
支
持
す
る
武
家
や

豪
族
の
拠
点
に
近
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

古
河
公
方
側
の
武
家
・
豪
族
の
中
で
も
、
特
に
成
氏
は
小
山
持
政
を
強
く
信
頼
し
、
ま
た
強
固
な
支
持

基
盤
を
も
つ
結
城
氏
の
存
在
が
、
古
河
を
本
拠
と
す
る
動
機
の
一
つ
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

　
「
享
徳
」
の
年
号
を
使
用
す
る

　

成
氏
は
、
上
杉
氏
と
抗
争
す
る
が
、
幕
府
に
は
反
意
が
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
都
で

は
こ
の
年
、享
徳
四
年
七
月
に
康こ
う

正し
ょ
うと

改
元
さ
れ
、さ
ら
に
康
正
三
年
九
月
に
長
禄
と
改
元
さ
れ
た
が
、「
享

徳
」
を
使
用
し
続
け
て
幕
府
に
抵
抗
す
る
意
思
を
示
し
た
。

　

成
氏
と
対
峙
し
た
上
杉
勢
は
敗
れ
る

　

こ
の
年
、
康
正
元
年
十
二
月
、
上
杉
勢
の
下
野
天
命
・
只
木
山
の
陣
が
崩
壊
し
、
翌
康
正
二
年
（1456

）

九
月
、
武
蔵
岡
部
原
合
戦
で
も
敗
退
し
た
。
だ
が
、
関
東
管
領
の
上
杉
房
顕
は
、
本
庄
台
地
の
最
東
端
に

位
置
す
る
武
蔵
国
五い

十ら

子こ

（
い
か
ご
、
と
も
）
に
「
五い

十か
っ

子こ

陣じ
ん

」（
現
・
埼
玉
県
本
庄
市
）
を
構
え
、
長
禄

元
年
（1457

）
の
こ
ろ
に
は
、
利
根
川
の
東
北
地
域
を
支
配
す
る
足
利
方
に
対
し
て
、
利
根
川
西
南
地
域

享
徳
の
乱
が
勃
発
し
た
こ
ろ
の
関
東
地
方

　
（
註
）　

東
京
湾
に
注
い
で
い
た
当
時
の
利
根
川
の
流
路
（
推

定
）
を
記
入
し
た
。
現
・
利
根
川
は
江
戸
時
代
の
工
事
に
よ
っ

て
東
遷
し
、
銚
子
に
注
い
で
い
る
。
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は
急
速
に
南
関
東
に
勢
力
を
拡
大
し
た
。

　
成
氏
も
攻
守
網
を
形
成
し
て
対
抗

　

上
杉
氏
が
築
い
た
諸
城
の
防
衛
線
を
目
前
に
し
た
成
氏
は
、
古
河
城
を
中
心
と
し
て
、
簗
田
氏
を
関
宿

城
に
、
野
田
氏
を
栗
橋
城
に
、
ま
た
一
色
氏
を
幸
手
城
、
佐
々
木
氏
を
菖
蒲
城
に
置
い
て
攻
守
網
を
構
築

し
た
の
で
、
両
者
は
拮
抗
す
る
態
勢
と
な
る
。

を
支
配
す
る
上
杉
方
の
最
前
戦
基
地
と
な
っ
た
。

　
関
東
は
東
西
に
分
断
さ
れ
る

　

同
年
（
康
正
二
年
）、
下
野
の
名
門
宇
都
宮
氏
の
当
主
・
等ひ
と

綱つ
な

が
、
居
城
の
宇
都
宮
城
を
成
氏
に
よ
っ

て
包
囲
さ
れ
る
。
し
か
も
成
氏
方
に
寝
返
っ
た
重
臣
達
に
追
放
さ
れ
て
流
浪
の
身
と
な
り
、
息
子
の
明
綱

は
成
氏
に
従
う
。

　

一
方
、
幕
府
方
の
上
杉
房
顕
は
武
蔵
に
入
っ
て
成
氏
と
交
戦
を
続
け
た
の
で
、
関
東
北
部
は
東
西
両
陣

営
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
境
界
は
利
根
川
（
当
時
は
江
戸
湾
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
た
）
で
、
東
側
を
古
河
公

方
（
足
利
成
氏
）
が
、
ま
た
西
側
は
関
東
管
領
（
上
杉
氏
）
が
支
配
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
家
督
を
譲
っ
て
い
た
上
杉
持
朝
は

　

嫡
男
の
顕
房
が
分
倍
河
原
の
戦
い
で
成
氏
軍
に
討
た
れ
た
の
で
当
主
と
し
て
復
帰
す
る
。
持
朝
は
文
安

四
年
（1447

）
に
関
東
管
領
と
な
っ
た
憲
忠
に
娘
を
嫁
が
せ
て
実
力
者
と
な
っ
た
が
、
憲
忠
が
誅
殺
さ
れ

る
と
、
そ
の
後
任
と
な
っ
た
彼
の
弟
・
房
顕
を
擁
し
、
裏
方
と
し
て
実
権
を
握
っ
た
。

　

持
朝
は
古
河
公
方
の
足
利
成
氏
に
対
抗
す
る
た
め
、家
宰
の
太
田
資
清
・
資
長
父
子
に
河
越
城
（
川
越
城
）

と
江
戸
城
を
築
城
さ
せ
る
（
康
正
二
年
∧1456

∨
〜
長
禄
元
年
∧1457

∨
）。
さ
ら
に
五
十
子
陣
と
つ
な

い
で
攻
守
網
を
完
成
し
、
自
ら
は
河
越
城
を
居
城
と
し
て
武
蔵
の
分
国
化
を
進
め
た
の
で
、
扇
谷
上
杉
家

　

鎌
倉
公
方
と
関
東
管
領
の
対
立

　
「
永
享
の
乱
」
は
・
・
・

　

永
享
十
年
（1938

）、
足
利
氏
の
血
筋
を
引
く
鎌
倉
公
方
の
足
利
持
氏
は
、
関
東
管
領
の
職
を
独
占
し

て
き
た
上
杉
家
の
憲
実
と
、
管
領
の
補
任
権
を
握
っ
て
い
た
幕
府
に
対
抗
し
た
の
で
、
こ
れ
に
介
入
し
た

六
代
将
軍
義
教
は
持
氏
の
討
伐
を
命
じ
て
戦
は
始
ま
っ
た
。

　
「
鎌
倉
府
」
の
成
り
立
ち
は
・
・
・

　

遡
っ
て
、尊
氏
の
弟
の
直た
だ

義よ
し

が
鎌
倉
に
在
っ
た
こ
ろ
、室
町
幕
府
は
関
東
を
統
治
す
る
た
め
に「
鎌
倉
府
」
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を
設
置
し
た
。
そ
の
首
長
を
関
東
管
領
、
補
佐
役
を
関
東
執
事
と
し
て
任
命
し
た
が
、
後
に
、
直
義
を
祖

と
す
る
関
東
管
領
は
、
将
軍
家
に
擬な
ぞ
らえ
て
「
鎌
倉
公
方
」
と
称
し
、
ま
た
関
東
執
事
の
上
杉
氏
は
、
こ
れ

に
倣
っ
て
自
ら
を
「
関
東
管
領
」
と
僭
称
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

直
義
の
子
孫
の
「
鎌
倉
公
方
」
方
と
、「
関
東
管
領
」
を
独
占
し
て
来
た
上
杉
家
は
、
任
命
に
関
わ
る

将
軍
を
介
し
て
対
抗
す
る
よ
う
に
な
り
、
本
来
の
相
補
体
制
は
崩
壊
し
た
。
山
内
上
杉
家
は
関
東
管
領
を

独
占
し
て
き
た
が
、
扇
谷
上
杉
家
も
力
を
得
、
さ
ら
に
両
家
の
家
宰
を
務
め
る
長
尾
氏
、
太
田
氏
は
互
い

に
縁
戚
に
も
な
っ
て
活
動
し
た
。

　
扇
谷
上
杉
家
の
由
来
は
・
・
・

　

足
利
尊
氏
の
母
方
の
叔
父
に
あ
た
る
上
杉
重
顕
を
祖
と
す
る
家
系
で
、
初
代
の
上
杉
顕あ
き

定さ
だ

（
正
平
六
年

／
観
応
二
年
／1351 

に
生
ま
れ
る
）
は
、
丹
波
守
護
だ
っ
た
養
父
・
朝
定
の
許
を
離
れ
て
、
貞
治
年
間
頃

（1360

年
代
）、関
東
に
下
向
し
た
。
鎌
倉
公
方
の
足
利
氏
満
に
仕
え
、鎌
倉
扇
谷
の
地
に
居
住
し
た
の
で
、

扇
谷
上
杉
家
と
呼
ば
れ
る
。

　

顕
定
は
天
授
六
年
／
康
暦
二
年
（1380

）、
三
十
才
で
死
去
し
た
の
で
、
養
子
の
氏
定
が
後
を
継
ぐ
。

扇
谷
家
は
他
の
上
杉
諸
家
と
同
じ
く
関
東
管
領
を
継
承
す
る
家
格
と
な
っ
た
が
、
宗
家
と
し
て
山
内
上
杉

家
が
関
東
管
領
を
独
占
し
た
た
め
、
勢
力
を
持
つ
家
柄
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。

　

応
永
二
十
三
年
（1416

）
の
上
杉
禅
秀
の
乱
で
氏
定
は
、
当
初
劣
勢
だ
っ
た
持
氏
方
に
合
力
す
る
た
め

出
陣
し
た
が
、
禅
秀
の
反
乱
軍
に
敗
れ
て
重
傷
を
負
い
、
持
氏
ら
が
鎌
倉
を
退
去
す
る
際
に
は
同
道
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
藤
沢
で
自
刃
し
た
。

　
持
朝
は
扇
谷
上
杉
家
を
興
隆
さ
せ
る

　

嫡
男
の
持
定
が
家
督
を
継
承
し
た
が
持
定
も
間
も
な
く
没
し
た
の
で
、弟
の
持
朝
が
そ
の
後
を
継
い
だ
。

持
朝
は
応
永
二
十
三
年
の
生
ま
れ
、
幼
か
っ
た
の
で
従
兄
弟
の
上
杉
定
頼
（
小
山
田
上
杉
家
）
の
補
佐
を

受
け
る
。

　
「
永
享
の
乱
」
で
は
、
二
十
一
代
の
関
東
管
領
上
杉
憲
実
に
従
っ
て
持
氏
の
討
伐
に
功
績
を
挙
げ
る
。

永
享
十
二
年
（1440

）
の
結
城
合
戦
で
も
室
町
幕
府
軍
の
副
将
を
務
め
て
武
功
を
立
て
た
。
結
城
合
戦
後

に
憲
実
は
隠
退
を
表
明
し
た
が
、
後
継
者
と
し
て
指
名
さ
れ
た
弟
の
清
方
の
力
量
に
幕
府
は
不
安
を
覚
え

た
の
で
憲
実
の
復
帰
を
説
得
す
る
。
ま
た
、
清
方
の
補
佐
と
し
て
持
朝
の
協
力
を
期
待
し
た
。
持
朝
は
永

享
の
乱
の
後
、
修
理
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
、
続
い
て
結
城
合
戦
後
に
は
相
模
守
護
と
な
る
。
さ
ら
に
清
方
が

急
死
し
て
、
文
安
四
年
（1447

）
憲
実
の
子
の
憲
忠
が
二
十
二
代
の
関
東
管
領
に
就
任
す
る
と
、
娘
を
憲

忠
に
嫁
が
せ
、
持
朝
は
実
力
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
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し
か
し
持
朝
は
出
家
す
る

　

文
安
六
年
（1449

）、
幼
か
っ
た
八
代
将
軍
義
政
に
征
夷
大
将
軍
が
宣
下
、
ま
た
鎌
倉
府
の
再
興
が
承

認
さ
れ
て
、
持
氏
の
子
が
鎌
倉
公
方
に
復
帰
し
た
。

　

持
朝
は
、
か
つ
て
持
氏
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
を
憚
っ
て
嫡
男
の
顕
房
に
家
督
を
譲
り
、
出
家
し
て
道
朝
と

号
し
た
。
な
お
、
持
氏
の
遺
児
と
し
て
生
ま
れ
た
新
公
方
は
、
の
ち
に
成
氏
と
呼
称
さ
れ
る
。

　
永
寿
王
丸
は
成
長
し
て
成
氏
に

　

結
城
合
戦
で
捕
え
ら
れ
た
持
氏
の
遺
児
は
、
京
都
に
連
行
中
に
将
軍
・
義
教
が
暗
殺
さ
れ
る
と
い
う

争
乱
（
嘉
吉
の
乱
）
が
起
こ
っ
た
た
め
、
幸
運
に
も
生
き
延
び
た
（『
建
内
記
』）。
四
才
だ
っ
た
永
寿
王
丸

（
永
寿
丸
、
ま
た
は
万
寿
王
丸
）
は
、
宝
徳
元
年
（1449

）
八
月
に
京
都
か
ら
鎌
倉
に
向
け
出
立
し
、
五
代

鎌
倉
公
方
に
就
任
し
た
（
異
説
あ
り
）。
先
代
が
暗
殺
さ
れ
た
の
は
永
享
十
一
年
（1439

）
だ
っ
た
の
で
、

十
年
も
の
間
、
鎌
倉
府
は
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
鎌
倉
公
方
を
継
い
だ
成
氏
は
・
・
・

　

元
服
し
て
、
将
軍
・
義
成
（
後
の
義
政
）
か
ら｢
成｣

の
一
字
を
与
え
ら
れ
、「
成
氏
」
と
い
う
名
が
決

ま
る
と
、
左
馬
頭
に
任
じ
ら
れ
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
。
鎌
倉
に
戻
っ
た
足
利
成
氏
は
徳
政
を
行
う
。

公
方
の
権
威
を
諸
国
に
向
け
て
誇
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
、と
推
測
さ
れ
、宝
徳
三
年
（1449

）
に
は
、

従
四
位
下
左
兵
衛
督
に
昇
進
し
た
。

　
江
の
島
合
戦
起
こ
る

　

鎌
倉
府
は
再
興
さ
れ
た
が
、
管
領
方
の
山
内
・
扇
谷
両
上
杉
氏
と
鎌
倉
公
方
と
の
対
立
は
変
わ
る
こ
と

無
く
、
不
安
定
な
情
勢
は
続
い
て
い
た
。
宝
徳
二
年
（1450

）、
山
内
上
杉
家
・
家
宰
の
長
尾
景
仲
と
景

仲
の
婿
で
扇
谷
上
杉
家
・
家
宰
の
太
田
資
清
が
成
氏
を
襲
撃
す
る
事
件
が
発
生
す
る
。
成
氏
は
鎌
倉
か
ら

江
の
島
に
避
難
し
、
家
臣
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
長
尾
・
太
田
連
合
軍
を
退
け
た
。

　

江
の
島
合
戦
は
和
議
に
拠
っ
て
終
結
し
た
の
で
成
氏
は
鎌
倉
に
戻
り
、
上
杉
憲
忠
は
関
東
管
領
と
し
て

鎌
倉
に
帰
参
し
た
（『
鎌
倉
大
草
紙
』）。
し
か
し
、
足
利
成
氏
と
上
杉
氏
と
の
対
立
を
解
消
す
る
こ
と
は
出

来
な
か
っ
た
。

　
長
尾
氏
・
太
田
氏
と
山
内
家
と
の
絆

　

山
内
上
杉
家
家
宰
の
長
尾
景
仲
は
、
上
野
・
武
蔵
守
護
代
、
上
野
群
馬
郡
白
井
城
主
で
、
鎌
倉
長
尾
氏
・

房
景
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
母
方
の
伯
父
の
婿
養
子
と
し
て
「
白
井
長
尾
氏
」
の
家
督
を
継
い
だ
。

子
に
景
信
、
忠
景
、
景
明
、
娘
は
太
田
資
清
（
道
真
）
の
正
室
と
な
る
。
孫
に
は
長
尾
景
春
（
嫡
孫
）、
太

田
資
長
∧
道
灌
∨
、
資
忠
（
外
孫
）
が
い
る
。
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関
東
に
堀
越
公
方
が
参
入

　
政ま
さ

知と
も

が
関
東
に
下
向
し
て
・
・
・

　

各
勢
力
が
膠
着
状
態
と
な
っ
た
関
東
に
向
け
て
、
長
禄
二
年
（1458

）、
将
軍
義
政
は
古
河
公
房
・
成

氏
へ
の
対
抗
策
と
し
て
、
異
母
兄
の
政
知
（
僧
職
に
在
っ
た
が
、
還
俗
さ
せ
て
）
を
鎌
倉
公
方
に
任
じ
て
東

下
さ
せ
た
。
政
知
に
は
山
内
上
杉
家
ほ
か
が
配
下
と
し
て
付
け
ら
れ
、実
権
は
全
て
幕
府
が
握
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
関
東
に
在
住
す
る
武
士
の
協
力
が
得
ら
れ
ず
、
鎌
倉
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。
止
む
無
く
手
前
の
伊

豆
の
堀
越
に
入
っ
て
「
堀
越
公
方
」
と
な
る
。
同
年
、

　
義
政
は
関
東
へ
の
派
兵
を
見
送
る

　

将
軍
と
重
臣
に
推
さ
れ
て
武
衛
家
当
主
と
な
っ
た
斯
波
義
敏
は
、
越
前
・
尾
張
・
遠
江
の
三
ヶ
国
守
護

を
継
承
し
て
、
享
徳
の
乱
の
鎮
圧
の
た
め
に
関
東
に
派
兵
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
越
前
守

護
代
と
の
争
い
（
長
禄
合
戦
）
を
引
き
起
こ
し
た
た
め
、
義
政
の
忌
避
に
触
れ
、
斯
波
氏
の
当
主
は
交
代

し
て
、
関
東
へ
の
派
遣
は
中
止
さ
れ
た
。

　
扇
谷
上
杉
家
家
宰
、
太
田
資
清
は
・
・
・

　

摂
津
源
氏
の
流
れ
を
汲
み
、
資
清
の
祖
先
と
な
る

源
資
国
が
丹
波
国
桑
田
郡
太
田
（
現
在
の
京
都
府
亀
岡

市
薭
田
野
町
）
を
拠
点
と
し
て
太
田
氏
を
称
し
た
と
い

う
。
太
田
資
清
は
相
模
守
護
代
で
、
父
は
太
田
資
房
、

太
田
氏
の
通
字
は
「
資
」。
長
尾
景
仲
の
娘
が
資
清
の

正
室
と
な
り
、
そ
の
子
が
資
長
、
資
忠
と
な
る
。

　
鎌
倉
公
方
の
動
勢

　

一
方
、
幕
府
内
部
で
は
、
享
徳
元
年
（1452

）、
幕

府
管
領
が
畠
山
持
国
か
ら
細
川
勝
元
に
替
わ
る
。
勝

元
は
鎌
倉
公
方
に
対
し
て
厳
し
い
姿
勢
を
と
り
、
関

東
管
領
の
取
次
が
な
い
書
状
は
受
け
取
ら
な
い
と
い

う
方
針
に
よ
っ
て
、
関
東
を
直
接
統
治
す
る
幕
府
の

意
思
を
示
し
た
。

扇谷上杉家と家宰の長尾、太田両家の系譜
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持
朝
は
詰
問
を
受
け
る
（
政
知
の
執
事
の
讒
言
に
よ
る
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
）。
責
任
を
負
っ
て
三
人
の
重

臣
が
引
退
し
た
た
め
、
持
朝
の
勢
力
が
低
下
し
た
。
持
朝
は
、
成
氏
と
和
睦
し
て
政
知
と
争
お
う
と
し
た

が
果
た
せ
な
か
っ
た
。

　
将
軍
家
で
は
内
部
が
分
裂

　
義
政
は
日
野
富
子
と
結
婚
し
て

　

康
正
元
年
（1455

）、
日
野
富
子
、
十
六
才
と
結
婚
す
る
。
日
野
家
は
将
軍
家
と
縁
戚
関
係
を
も
ち
、

富
子
は
義
政
の
生
母
（
重
子
）
の
姪
に
当
た
る
。
そ
の
こ
ろ
義
政
は
、
政
治
活
動
に
積
極
的
に
取
組
む
姿

勢
が
見
ら
れ
た
が
、
間
も
無
く
側
近
と
守
護
大
名
の
対
立
な
ど
が
起
こ
り
、
政
治
的
な
混
乱
が
続
く
よ
う

に
な
る
と
、
も
っ
ぱ
ら
茶
の
湯
・
作
庭
・
猿
楽
な
ど
に
没
頭
す
る
。
そ
こ
で
幕
政
は
実
力
者
の
管
領
家
・

細
川
勝
元
、
四
職
家
の
山
名
宗
全
（
諱い
み
なは
持
豊
で
、
宗
全
は
出
家
後
の
法
名
）、
正
室
の
日
野
富
子
ら
に
左

右
さ
れ
た
。

　
飢
饉
と
徳
政
一
揆
に
悩
ま
さ
れ
る

　

長
禄
三
年
（1459

）
か
ら
寛か
ん

正し
ょ
う

二
年
（1461

）
に
か
け
て
全
国
的
な
旱か
ん

魃ば
つ

に
よ
っ
て
飢
饉
が
発
生
し

　
関
東
の
争
い
に
幕
府
も
加
わ
っ
て

　

関
東
管
領
山
内
上
杉
・
扇
谷
上
杉
両
家
に
幕
府
と
堀
越
公
方
が
加
わ
っ
て
、
下
野
・
常
陸
・
下
総
・
上

総
・
安
房
国
を
勢
力
範
囲
と
す
る
古
河
公
方
と
、
そ
れ
ら
諸
国
の
豪
族
に
対
抗
し
た
の
で
、
関
東
を
二
分

す
る
争
い
は
続
い
た
。

　
五
十
子
で
両
陣
営
は
争
う

　

長
禄
三
年
（1459
）、
関
東
管
領
上
杉
房
顕
は
、
五
十
子
に
城
砦
を
築
い
て
持
朝
・
房ふ
さ

定さ
だ

（
山
内
上
杉
）・

教の
り

房ふ
さ

（
犬
懸
上
杉
）
と
そ
の
子
、
政
藤
ら
一
族
を
結
集
さ
せ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
足
利
成
氏
は
五
十
子
に

出
撃
し
て
、
十
月
、
両
軍
は
近
く
の
太
田
庄
（
現
・
埼
玉
県
熊
谷
市
）
で
交
戦
し
た
。
上
野
の
岩
松
家い
え

純ず
み

・

持
国
が
上
杉
軍
に
加
勢
す
る
と
の
報
を
得
た
上
杉
房
定
・
政
藤
は
翌
日
利
根
川
を
渡
っ
て
上
野
側
に
陣
地

を
張
る
古
河
軍
を
羽
継
原
・
海
老
瀬
口
（
現
・
群
馬
県
館
林
市
）
で
攻
撃
を
か
け
た
が
敗
北
し
た
。
し
か
し
、

古
河
軍
も
撤
退
し
た
た
め
五
十
子
は
上
杉
軍
の
手
に
確
保
さ
れ
、
以
後
房
顕
は
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
長
期

戦
の
構
え
を
見
せ
始
め
る
。

　
持
朝
は
堀
越
公
方
の
敵
方
と
な
る

　

一
方
、
持
朝
は
寛
正
元
年
（1462

）、
兵
ひ
ょ
う

粮ろ
う

料り
ょ
う

所し
ょ

（
兵
粮
米
を
徴
収
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
た
所
領
）
の

設
置
を
巡
っ
て
、
堀
越
公
方
の
政
知
と
敵
対
関
係
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
政
知
を
支
援
す
る
将
軍
義
政
か
ら
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義
政
は
二
十
九
才
に
な
っ
て
も
、
富
子
や
側
室
と
の
間
に
後
継
男
子
が
無
か
っ
た
の
で
、
将
軍
の
職
を

実
弟
の
義
尋
（
浄
土
寺
門
跡
）
に
譲
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た
。
義
尋
は
、
ま
だ
若
い
義
政
に
後
継
男
子
が

誕
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
、
就
任
の
要
請
を
固
辞
し
た
。
し
か
し
、
義
政
が
再
三
説
得
し
た
た
め
、

寛
正
五
年
十
一
月
（1464

）、
義
尋
は
意
を
決
し
て
還
俗
す
る
。
義
視
と
名
を
改
め
、
細
川
勝
元
の
後
見

を
得
て
今
出
川
邸
に
移
っ
た
。

　
義
政
・
富
子
の
実
子
を
将
軍
に

　

将
軍
の
職
を
実
弟
に
譲
っ
た
翌
年
の
寛
正
六
年
十
一
月
（1465

）、
義
政
と
富
子
と
の
間
に
義
尚
（
の

ち
に
義よ
し

煕ひ
ろ

と
改
名
）
が
誕
生
す
る
。
実
子
が
将
軍
職
に
擁
立
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
富
子
は
、
義
尚
の

擁
立
を
目
論
み
、
義
尚
の
後
見
と
な
っ
た
山
名
宗
全
や
実
家
の
日
野
家
は
こ
れ
を
支
持
し
て
義
視
と
対
立

し
た
。

　
そ
の
こ
ろ 

関
東
で
は
・
・
・

　
足
利
長
尾
氏
の
活
躍

　

父
の
実
景
が
享
徳
三
年
（1454

）、
関
東
管
領
の
上
杉
憲
忠
と
と
も
に
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
家
督
を
継

た
（
長
禄
・
寛
正
の
飢
饉
）。
京
都
で
は
長
禄
三
年
八
月
に
台
風
が
直
撃
し
た
た
め
、
賀
茂
川
が
氾
濫
し
て

家
屋
が
流
出
、
数
多
の
死
者
が
出
た
。
翌
年
に
も
大
雨
に
よ
る
水
害
と
旱
魃
が
交
互
に
訪
れ
、
更
に
虫
害

と
疫
病
も
加
わ
っ
て
飢
饉
は
全
国
で
拡
大
し
た
。
寛
正
二
年
（1461

）
に
は
飢
饉
が
よ
り
深
刻
化
し
た
。

大
量
の
流
民
が
市
中
に
流
れ
込
み
、
飢
餓
と
疫
病
に
よ
っ
て
京
都
で
は
、
二
ヶ
月
で
八
万
人
余
り
の
死
者

が
出
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
将
軍
義
政
は
そ
の
最
中
に
「
花
の
御
所
」
を
改
築
し
、
世
事
に
は
全
く
関
心
を
示
さ
ず
、
堪
り

か
ね
た
後
花
園
天
皇
が
勧
告
さ
れ
て
も
無
視
し
た
。

　

寛
正
三
年
九
月
、
京
都
で
徳
政
令
を
求
め
る
土
一
揆
が
発
生
し
、
浪
人
や
在
京
大
名
の
内な
い

者し
ゃ

（
家
人
）

も
加
わ
っ
て
、
財
物
を
奪
っ
た
り
火
を
放
つ
な
ど
の
行
為
に
及
ん
だ
。

　

京
都
で
再
発
し
た
一
揆
は
京
都
七
口
（
京
都
に
つ
な
が
る
街
道
の
代
表
的
な
出
入
口
、
関
所
）
を
封
鎖
し

た
の
で
、
幕
府
は
諸
大
名
に
鎮
圧
を
命
じ
、
処
刑
も
含
め
た
過
酷
な
取
締
り
が
行
わ
れ
る
。

　
義
政
は
政
治
に
倦
ん
で
隠
遁
を
望
む

　

各
地
で
発
生
す
る
一
揆
や
政
治
的
な
混
乱
に
倦
ん
だ
義
政
は
、
将
軍
職
を
引
退
し
て
隠
遁
生
活
を
送
る

こ
と
を
夢
見
る
よ
う
に
な
り
、

　
実
弟
の
義
尋
に
職
を
譲
る
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顕
の
従
兄
弟
で
上
杉
一
族
の
重
鎮
だ
っ
た
越
後
守
護
・
上
杉
房
定
の
子
に
跡
を
継
が
せ
よ
う
と
し
た
。
房

定
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
が
、
同
年
十
月
、
将
軍
・
義
政
か
ら
、
房
定
の
子
を
後
継
と
す
る
よ
う
改
め
て

命
じ
ら
れ
、
房
定
の
次
男
の
龍
若
（
名
を
改
め
て
顕
定
）
が
山
内
上
杉
家
の
家
督
を
継
い
で
当
主
と
な
る
。

顕
定
は
、
関
東
の
争
乱
期
、
四
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
関
東
管
領
を
務
め
た
（
在
任
：1466
〜1510

）。

　
扇
谷
上
杉
家
持
朝
の
死

　

応
仁
元
年
（1467

）、
扇
谷
上
杉
家
を
興
隆
さ
せ
た
持
朝
が
五
十
二
才
で
死
去
す
る
（
法
号
は
広
感
院
道

朝
）。
持
朝
の
生
涯
の
活
動
は
、
名
門
の
山
内
上
杉
家
に
対
抗
す
る
礎
を
築
い
た
が
、
一
方
で
は
、
そ
の

動
静
が
関
東
一
帯
を
複
雑
な
権
力
闘
争
に
陥
れ
た
一
因
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

　

持
朝
の
嫡
男
・
顕
房
は
、
享
徳
の
乱
の
緒
戦
と
な
っ
た
分
倍
河
原
の
戦
い
で
早
世
し
た
の
で
、
顕
房
の

遺
児
（
持
朝
の
孫
と
な
る
）
政
真
が
継
い
だ
。
し
か
し
彼
も
、
文
明
五
年
（1473

）、
武
蔵
五
十
子
の
戦
い

で
戦
死
し
た
。
そ
の
跡
目
を
継
い
だ
の
は
、
持
朝
の
三
男
で
顕
房
の
弟
の
定
正
だ
っ
た
。

　
古
河
公
方
と
堀
越
公
方
の
争
い

　

文
明
三
年
（1471

）
三
月
、
成
氏
は
小
山
氏
・
結
城
氏
の
軍
勢
と
共
に
遠
征
し
て
、
伊
豆
の
堀
越
公
方

を
攻
め
た
が
、
敗
れ
て
古
河
城
に
撤
退
し
た
（『
鎌
倉
大
草
紙
』）。
こ
の
遠
征
失
敗
の
影
響
は
大
き
く
、
小

山
氏
・
小
田
氏
等
の
有
力
な
豪
族
が
幕
府
の
帰
順
命
令
に
応
じ
る
よ
う
に
な
る
。

い
だ
長
尾
景か
げ

人ひ
と

は
、
寛
正
六
年
（1465

）、
憲
忠
の
弟
の
房
顕
の
推
挙
に
よ
っ
て
、
室
町
幕
府
か
ら
下
野

足
利
荘
の
代
官
に
任
命
さ
れ
る
。
房
顕
に
仕
え
、翌
年
十
一
月
、勧か
ん

農の
う

城じ
ょ
う（

現
・
栃
木
県
足
利
市
岩
井
町
に
在
っ

た
平
山
城
）
に
入
部
し
て
、
下
野
に
上
杉
方
の
拠
点
を
築
く
。
鎌
倉
長
尾
氏
の
景
人
の
一
族
は
、
以
後
足

利
長
尾
氏
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
長
尾
景
人
は
戦
中
に
死
去
す
る

　

応
仁
二
年
（1468
）
に
勃
発
し
た
上
野
綱
取
原
合
戦
に
出
陣
し
、
文
明
三
年
（1471

）
に
は
下
野
に
出

陣
し
て
古
河
城
を
落
と
す
。
し
か
し
、
翌
年
、
成
氏
の
反
撃
に
よ
っ
て
足
利
荘
に
攻
め
込
ま
れ
、
長
尾
景

人
は
、
そ
の
戦
い
で
亡
く
な
っ
て
（
享
年
は
二
十
八
と
推
定
さ
れ
る
）、
嫡
男
の
定
景
が
後
を
継
い
だ
。

　
若
年
の
房
顕
が
五
十
子
で
死
没

　

享
徳
四
年
、
鎌
倉
公
房
の
成
氏
を
征
討
す
る
た
め
、
関
東
に
下
向
し
た
山
内
上
杉
房
顕
は
、
武
蔵
太
田

庄
の
戦
い
で
大
敗
を
喫
し
、
ま
た
寛
正
四
年
（1463

）
に
は
、
彼
の
右
腕
だ
っ
た
同
家
・
家
宰
の
長
尾

景
仲
が
鎌
倉
で
病
没
し
た
た
め
、
管
領
の
辞
意
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
幕
府
に
拒
絶
さ
れ
、
寛
正
七
年

（1466

）
二
月
、
房
顕
は
五
十
子
で
陣
没
し
た
（
享
年
三
十
二
才
）。

　
上
杉
顕
定
が
二
十
四
代
関
東
管
領
に

　

房
顕
に
は
男
子
が
い
な
か
っ
た
。
長
尾
景
仲
の
嫡
男
で
、
後
継
者
と
な
っ
た
家
宰
の
長
尾
景
信
は
、
房
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五
月
、
上
杉
勢
の
長
尾
景
信
（
景
仲
の
子
）
が
古
河
公
方
に
対
し
て
攻
撃
を
開
始
す
る
と
、
成
氏
は
本

佐
倉
の
千
葉
孝の
り

胤た
ね

の
元
に
退
避
し
た
。
し
か
し
上
杉
勢
も
古
河
城
に
入
る
だ
け
の
力
が
な
く
、文
明
四
年
、

千
葉
孝
胤
、
結
城
氏
広
、
那
須
資す
け

実ざ
ね

と
そ
の
弟
ら
の
支
援
に
よ
っ
て
、
成
氏
は
古
河
城
に
帰
還
し
、
小
山

氏
も
再
び
成
氏
方
に
戻
っ
た
。

　
長
尾
景
春
の
乱
へ
・
・
・

　

文
明
八
年
（1476
）、
山
内
上
杉
家
家
宰
の
後
継
を
め
ぐ
っ
て
勃
発
し
た
長
尾
景
春
の
反
乱
は
、
関
東

各
地
に
飛
び
火
し
た
。

　
将
軍
の
後
継
と
斯
波
・
山
名
両
家
の
家
督
を
め
ぐ
っ
て

　
義
政
・
富
子
の
実
子
を
将
軍
に

　

前
記
し
た
よ
う
に
、
義
政
が
将
軍
職
の
後
継
を
実
弟
に
決
め
た
翌
年
、
義
政
と
富
子
と
の
間
に
義
尚
が

誕
生
し
た
の
で
、
富
子
は
実
子
が
次
期
の
将
軍
と
な
る
こ
と
を
切
望
し
た
。
義
尚
の
後
見
と
な
っ
た
山
名

宗
全
や
実
家
の
日
野
家
は
こ
れ
を
支
持
し
て
義
視
と
対
立
す
る
。

　

さ
ら
に
幕
府
の
実
力
者
だ
っ
た
勝
元
と
宗
全
の
対
立
や
斯
波
氏
、
畠
山
氏
の
家
督
相
続
問
題
な
ど
が
複

雑
に
絡
み
合
っ
て
大
乱
が
勃
発
し
、
都
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
る
。

　
将
軍
義
政
は
専
制
政
治
に
・
・
・

　

守
護
大
名
の
家
督
に
介
入
し
た
義
政
は
、
側
近
の
政
所
執
事
伊
勢
貞
親
ら
の
進
言
に
よ
っ
て
、
文ぶ
ん

正
し
ょ
う

元
年
（1466

）
七
月
、
幕
府
三
管
領
筆
頭
の
斯
波
・
武
衛
家
の
家
督
を
斯
波
義よ
し

廉か
ど

か
ら
取
り
上
げ
て
先
代

の
義
敏
に
与
え
た
。

　

し
か
し
、
諸
大
名
は
こ
れ
に
反
発
し
た
の
で
、
伊
勢
貞
親
ら
義

政
の
側
近
は
都
か
ら
追
放
さ
れ
る
（
文
正
の
政
変
）。
そ
こ
で
斯
波

家
の
家
督
は
義
廉
に
戻
さ
れ
、
将
軍
の
側
近
政
治
は
崩
壊
し
た
。

彼
が
意
図
し
た
施
政
の
専
制
は
困
難
と
な
り
、
義
政
の
側
近
と
守

護
大
名
と
の
対
立
は
激
し
く
な
っ
て
ゆ
く
。

　

ま
た
諸
大
名
家
で
は
、そ
の
こ
ろ
内
部
騒
動
が
頻
発
し
て
い
た
。

　
管
領
の
畠
山
家
で
は
・
・
・

　

畠
山
家
で
は
、
当
主
持
国
の
家
督
継
承
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
が
持
ち
上
が
っ
た
。
持
国
は
嫡
出
の
男
子

が
無
か
っ
た
の
で
弟
の
持
富
を
後
継
と
し
て
い
た
。

斯
波
家
の
系
図
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政
長
は
将
軍
義
政
か
ら
偏
諱
を
受
け
、
寛
正
五
年
（1464

）
に
は
細
川
勝
元
（
妻
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
）

の
後
任
と
し
て
管
領
に
就
任
す
る
。

　
畠
山
政
長
と
義
就
は
対
決
す
る

　

長
禄
四
年
、
家
督
が
政
長
に
移
っ
た
た
め
義
就
は
反
発
し
た
が
、
打
つ
術
が
無
く
、
寛
正
四
年
（1463

）

に
は
吉
野
に
逃
れ
た
。

　

翌
年
、
将
軍
義
政
の
母
親
の
重
子
が
没
し
た
さ
い
、
畠
山
義
就
は
赦
免
さ
れ
た
。
し
か
し
、
追
討
令
の

解
除
に
過
ぎ
ず
、
当
主
へ
の
復
帰
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

ま
た
富
樫
氏
、
小
笠
原
氏
、
六
角
氏
で
も
お
家
騒
動
が
起
こ
っ
て
、
幕
府
は
こ
れ
ら
の
調
停
を
行
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
対
応
は
首
尾
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
火
種
を
残
し
た
。

　
細
川
勝
元
と
山
名
宗
全
の
対
立
は

　

文
安
四
年
（1447

）
に
勝
元
が
宗
全
の
養
女
を
正
室
と
し
た
の
で
、

そ
れ
以
来
、
細
川
・
山
名
の
両
家
は
縁
戚
関
係
に
あ
り
、
畠
山
持
国

に
対
抗
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
寛
正
六
年
（1465

）
に
義
政
と
富

子
と
の
間
に
実
子
の
義
尚
が
誕
生
す
る
と
、
義
視
の
後
見
人
・
細
川

勝
元
と
義
尚
を
押
す
山
名
宗
全
と
が
対
立
し
、
次
第
に
激
し
さ
を
増

　

と
こ
ろ
が
、
文
安
五
年
（1448

）
庶
子
の
義
夏
（
の
ち
の
義よ
し

就ひ
ろ=

よ
し
な
り=

と
も
）
を
召
し
出
し
、

持
富
を
廃
嫡
し
て
後
継
と
し
た
。
八
代
将
軍
の
義
成
（
の
ち
の
義
政
）
か
ら
裁
可
を
得
、
元
服
し
て
義
成

の
偏へ
ん

諱き

を
受
け
る
（
偏へ
ん

諱き

）。
翌
文
安
六
年
、
父
に
は
代
わ
っ
て
椀お
う

飯ば
ん

（
接
待
・
饗
応
）
を
務
め
、
宝
徳
三

年
（1451
）
に
は
伊
予
守
に
叙
任
さ
れ
て
持
国
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
享
徳
四
年
（1455

）

に
義
就
と
改
名
、
父
の
死
去
に
よ
り
家
督
を
継
承
し
た
。

　
義
就
か
ら
政
久
、
政
長
へ
の
支
持
に

　

し
か
し
、
一
部
の
家
臣
の
反
対
に
遭
っ
て
、
持
富
の
子
の
政
久
（
弥
三
郎
）
が
後
継
者
と
し
て
擁
立
さ

れ
た
。
享
禄
三
年
（1454
）、
山
名
宗
全
と
細
川
勝
元
は
政
久
を
庇
護
し
、
持
国
と
義
就
を
都
か
ら
追
放

し
た
。

　

一
方
、
将
軍
義
政
は
義
就
を
支
持
し
た
の
で
義
就
は
上
洛
し
、

義
政
と
対
面
し
て
家
督
相
続
が
認
め
ら
れ
た
。
畠
山
家
臣
団
も

政
久
派
と
義
就
派
と
に
分
裂
し
た
が
、
義
就
は
次
第
に
将
軍
か

ら
疎
遠
に
な
っ
て
、
長
禄
三
年
（1459

）
に
は
政
久
が
赦
免
さ

れ
る
。
間
も
な
く
政
久
が
死
去
す
る
と
、
畠
山
家
の
有
力
な
家

臣
の
支
持
に
よ
っ
て
、
そ
の
弟
の
政
長
が
後
継
と
な
っ
た
。

畠
山
家
の
系
図

足
利
将
軍
家
の
系
図
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す
。
将
軍
家
の
家
督
争
い
は
全
国
の
守
護
大
名
を
巻
き
込
ん
で
、
勝
元
派
と
宗
全
派
に
二
分
さ
れ
、
そ
の

衝
突
は
避
け
難
い
も
の
と
な
る
（『
応
仁
記
』）。

　
「
応
仁
の
乱
」
が
勃
発
す
る

　
畠
山
家
は
細
川
派
と
山
名
派
に
分
裂

　

文
正
二
年
（1467
）
一
月
、
山
名
宗
全
は
、
文
正
の
政
変
に
よ
る
混
乱
に
乗
じ
て
義
就
を
擁
立
す
る
。

ま
た
細
川
勝
元
が
支
援
す
る
畠
山
政
長
の
管
理
職
を
取
り
上
げ
て
出
仕
停
止
処
分
と
し
、
代
わ
り
に
将
軍

義
政
に
強
制
し
て
斯
波
義
廉
を
管
領
に
任
命
さ
せ
た
。
そ
こ
で
義
就
は
山
名
派
に
、
ま
た
政
長
は
細
川
派

に
与
す
る
こ
と
と
な
り
、
分
裂
し
た
畠
山
家
は
京
都
を
戦
場
と
し
て
互
い
に
戦
う
こ
と
に
な
る
。

　
御ご
り

霊ょ
う

合が
っ

戦せ
ん

が
勃
発
す
る

　

将
軍
義
政
は
、
細
川
勝
元
に
対
し
て
、
畠
山
政
長
へ
の
援
助
を
中
止
す
る
よ
う
命
令
し
た
の
で
、
追
い

つ
め
ら
れ
た
政
長
は
自
ら
屋
敷
に
放
火
し
、
北
上
し
て
京
都
郊
外
の
上
御
霊
神
社
に
陣
取
っ
た
。
宗
全
方

の
義
就
は
後
土
御
門
天
皇
・
後
花
園
上
皇
ら
を
内
裏
か
ら
室
町
亭
に
避
難
さ
せ
る
。
宗
全
・
斯
波
義
廉
ら

に
挙
兵
を
促
さ
れ
た
畠
山
義
就
は
、
政
敵
と
な
っ
た
同
族
の
政
長
の
陣
地
に
進
軍
し
て
合
戦
は
始
ま
る
。

　

上
御
霊
神
社
は
西
側
に
は
川
、
南
側
は
相
国
寺
の
藪
大
堀
が
引
か
れ
て
い
た
た
め
、
攻
め
口
は
東
と
北

だ
け
だ
っ
た
。
政
長
と
家
臣
ら
は
義
就
方
と
戦
っ
た
が
孤
立
す
る
と
神
社
の
拝
殿
に
放
火
し
、
勝
元
の
屋

敷
に
逃
げ
込
ん
だ
。
合
戦
は
義
就
の
勝
利
に
終
わ
り
、
義
政
が
諸
大
名
と
調
停
し
た
た
め
戦
乱
の
拡
大
は

避
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
両
派
は
京
都
へ
の
軍
勢
の
召
集
を
止
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　
上か
み
京ぎ
ょ
うの
戦
い
か
ら
・
・
・

　

こ
の
年
、
文
正
二
年
（
戦
乱
の
た
め
三
月
に
、
御
土
御
門
天
皇
に
よ
っ
て
改
元
さ
れ
て
応
仁
と
な
る
）、
不

穏
な
情
勢
は
続
い
て
、
三
月
の
節
句
に
は
細
川
派
と
山
名
派
が
争
い
、
山
名
派
の
被
官
が
殺
害
さ
れ
る
事

件
が
発
生
し
、
山
名
派
の
兵
糧
を
細
川
軍
が
奪
っ
た
り
、
畠
山
義
就
の
家
臣
が
細
川
派
の
被
官
を
襲
っ
た

り
し
て
京
都
の
治
安
は
悪
化
し
た
。

　

五
月
に
入
っ
て
細
川
勝
元
は
諸
大
名
を
地
方
に
派
遣
し
、
山
名
派
の
基
盤
を
崩
す
戦
略
を
立
て
た
。
細

川
派
の
斯
波
義
敏
は
斯
波
義
廉
の
領
国
越
前
へ
、
赤
松
政
則
の
家
臣
宇
野
政
秀
は
宗
全
の
領
国
播
磨
へ
、

土
岐
政
康
は
一
色
義
直
の
領
国
伊
勢
に
攻
め
入
っ
た
。
さ
ら
に
勝
元
は
諸
大
名
の
上
洛
を
要
請
し
、
宗
全

も
軍
勢
を
動
員
し
て
京
都
に
集
結
さ
せ
る
。

　
東
西
両
陣
営
に
分
か
れ
て

　

両
軍
の
本
陣
と
勢
力
範
囲
が
定
め
ら
れ
、
細
川
派
は
勝
元
邸
と
花
の
御
所
を
中
心
と
し
て
京
都
北
部
か
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ら
東
を
、
山
名
派
は
京
都
の
西
を
流
れ
る
堀
川
西
岸
に
在
っ
た
宗
全
の
屋
敷
と
京
都
中
央
の
斯
波
義
廉
の

屋
敷
を
拠
点
と
し
て
西
と
中
央
と
を
固
め
る
。
両
陣
営
の
縄
張
り
が
ほ
ぼ
決
ま
る
と
、
勝
元
軍
と
宗
全
軍

は
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
敷
の
位
置
か
ら
東
軍
・
西
軍
と
呼
ば
れ
る
。
な
お
有
名
な
着
物
の
「
西
陣
織
」
の
「
西

陣
」
の
地
名
は
、
西
軍
の
陣
地
に
由
来
す
る
。

　

東
軍（
細
川
勝
元
・
足
利
義
視
ら
）は
二
十
四
ヶ
国
の
兵
約
十
六
万
を
、ま
た
西
軍（
山
名
持
豊
・
足
利
義
尚
ら
）

は
二
十
ヶ
国
の
兵
約
十
一
万
と
も
、
を
動
員
し
た
と
い
う
（
た
だ
し
こ
の
『
応
仁
記
』
の
既
述
に
は
誇
張
が

あ
る
と
い
わ
れ
、
各
荘
園
、
郷ご
う

村そ
ん

（
村
里
、
田
舎
）
か
ら
は
荘
官
、
在
地
土
豪
層
を
中
心
に
騎
馬
、
半
甲
冑
、
人

夫
の
兵
団
が
徴
発
さ
れ
た
。
ま
た
京
都
周
辺
で
は
京
中
悪
党
、
疾
走
の
徒
な
ど
の
足
軽
傭
兵
が
補
充
さ
れ
た
。
後

者
の
活
躍
が
目
立
っ
た
の
は
、
地
方
の
農
民
軍
隊
で
は
長
期
の
在
京
が
困
難
だ
っ
た
た
め
だ
っ
た
）。

　
市
街
戦
か
ら
戦
い
は
始
ま
る

　

五
月
二
十
六
日
、
上
京
で
戦
い
が
始
ま
る
。
東
軍
は
夜
明
け
前
に
堀
川
支
流
の
小
川
西
岸
、
東
岸
の
要

衝
を
占
拠
し
た
。
義
政
の
側
近
と
し
て
、
花
の
御
所
の
隣
り
に
与
え
ら
れ
て
い
た
一
色
義
直
の
屋
敷
を
占

拠
す
る
た
め
、
東
軍
は
夜
明
け
頃
に
奇
襲
す
る
。
義
直
は
反
撃
出
来
ず
、
宗
全
の
屋
敷
に
逃
亡
し
た
。
山

名
軍
は
宗
全
邸
付
近
ま
で
退
却
す
る
。

　
優
位
に
立
っ
た
東
軍
は
・
・
・

　

続
い
て
中
央
の
一
条
大
宮
で
市
街
戦
が
行
わ
れ
る
。
勝
元
の
同
族
の
備
中
守
護
細
川
勝
久
の
屋
敷
は
堀

川
西
岸
に
在
り
、
西
軍
の
勢
力
圏
で
孤
立
し
て
い
た
の
で
、
西
軍
は
こ
の
邸
宅
に
向
け
て
攻
撃
を
開
始
し

た
。
斯
波
義
廉
が
家
臣
を
連
れ
て
勝
久
邸
に
向
か
い
、
対
す
る
東
軍
は

勝
久
の
救
援
に
出
動
し
て
一
条
通
り
を
西
進
、
斯
波
軍
に
攻
め
か
か
っ

た
が
反
撃
に
遭
う
。
東
軍
は
一
条
通
り
か
ら
南
に
下
が
っ
た
正
親
町
通

り
を
進
み
、
迂
回
し
て
斯
波
軍
と
交
戦
し
た
。
戦
闘
は
早
朝
か
ら
翌
日

の
夕
刻
ま
で
行
わ
れ
た
が
、
両
軍
共
に
疲
弊
し
て
戦
線
は
膠
着
す
る
。

つ
い
で
将
軍
義
政
の
停
戦
命
令
が
出
さ
れ
て
戦
闘
は
停
止
す
る
。
東
軍

は
花
の
御
所
を
押
さ
え
た
た
め
優
位
に
立
ち
、
義
政
は
六
月
に
勝
元
に

対
し
て
将
軍
家
の
旗
を
与
え
、
官
軍
と
認
め
た
。

　
応
仁
の
乱
は
拡
大
し
て

　

状
況
を
打
開
す
る
た
め
山
名
宗
全
は
、
周
防
・
長
門
守
護
大
内
政
弘
に
出
陣
を
要
請
し
た
。
こ
れ
に
応

京都北部の図　賀茂川の西方を両軍が占拠する
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じ
た
大
内
軍
は
東
進
し
て
京
都
に
向
か
い
、
戦
い
は
本
格
化
す
る
。

　
西
軍
が
優
勢
に
な
る
と

　

六
月
こ
ろ
か
ら
西
軍
の
援
軍
が
到
着
し
始
め
、
八
月
に
は
周
防
の
大
内
政
弘
が
、
伊
予
の
河
野
通
春
ら

七
か
国
の
軍
勢
一
万
と
二
千
艘
の
水
軍
を
率
い
て
入
京
し
た
の
で
西
軍
は
勢
力
を
回
復
す
る
。
天
皇
・
上

皇
は
室
町
亭
に
避
難
し
た
が
、
東
軍
の
総
大
将
だ
っ
た
義
視
が
出
奔
し
て
伊
勢
に
逃
亡
す
る
。

　

大
内
政
弘
は
船
岡
山
に
陣
取
り
、
九
月
、
三
宝
院
（
現
・
伏
見
区
に
在
り
）
に
火
を
放
つ
。
郊
外
の
南

禅
寺
裏
の
山
（
現
・
左
京
区
）
で
も
戦
い
が
勃
発
（
東
岩
倉
の
戦
い
）
し
、

十
月
の
相
国
寺
の
戦
い
で
は
激
戦
と
な
っ
て
両
軍
に
多
く
の
死
傷
者
を

出
し
た
が
、
勝
敗
を
決
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
焼
滅
し

た
相
国
寺
跡
に
西
軍
の
斯
波
義
廉
が
陣
取
り
、
畠
山
義
就
は
山
名
宗
全

邸
の
西
に
移
っ
て
、
東
軍
は
劣
勢
に
立
た
さ
れ
た
。

　
戦
い
は
市
中
か
ら
洛
外
に

　

応
仁
二
年
（1468

）
三
月
、
北
大
路
烏
丸
で
大
内
政
弘
は
東
軍
の
毛

利
豊
元
（
安
芸
国
、
毛
利
氏
）・
小
早
川
煕ひ
ろ

平ひ
ら

（
安
芸
国
を
拠
点
と
す
る
沼

田
小
早
川
氏
）
と
交
戦
し
、
五
月
に
は
東
軍
の
細
川
成
之
（
阿
波
・
三

河
・
讃
岐
守
護
、
阿
波
細
川
家
）
が
斯
波
義
廉
邸
を
攻
め
る
。
ま
た
細
川

勝
元
が
山
名
宗
全
の
陣
を
攻
撃
す
る
。
八
月
に
は
勝
元
の
兵
が
相
国
寺

跡
の
畠
山
義
就
の
陣
を
攻
め
た
が
、
戦
闘
は
次
第
に
洛
外
に
移
り
、
両

軍
は
山
科
、
鳥
羽
、
嵯
峨
で
交
戦
し
た
。

　

下
絵
図
の
「
紙
本
著
色
真
如
堂
縁
起
」 

は
三
巻
。
上
巻
は
、
天
台
宗
円

仁
ゆ
か
り
の
本
尊
、
阿
弥
陀
如
来
像
の
由
来
、
中
巻
は
真
如
堂
建
立
の
由
来

や
戒
算
・
貞
慶
・
法
然
な
ど
の
逸
話
、
下
巻
は
応
仁
の
乱
以
降
の
本
尊
の
流

転
と
再
建
の
歴
史
が
描
か
れ
て
い
る
。
詞
書
は
後
柏
原
天
皇
、
尊
鎮
法
親
王

（
後
柏
原
天
皇
の
皇
子
）、
三
条
西
実
隆
（
後
柏
原
天
皇
の
縁
戚
関
係
の
公
家
）

ら
の
筆
で
、
詞
書
の
起
草
者
か
ら
筆
者
ま
で
の
制
作
事
情
が
す
べ
て
明
ら
か

な
稀
有
な
絵
巻
物
で
あ
る
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
義
尚
を
擁
立
す
る
か
・
・
・

　

九
月
と
な
り
、
し
ば
ら
く
伊
勢
に
滞
在
し
て
い
た
義
視
が
勝
元
や
義

応仁の乱　「紙本著色真如堂縁起」・下巻（部分）　真正極楽寺（京都）蔵　作者：掃
かも

部
んの

助
すけ

久
ひさ

国
くに

 　大永 4 年 (1524)
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政
に
説
得
さ
れ
て
東
軍
に
帰
陣
し
た
。
将
軍
・
義
政
は
閏
十
月
、
文
正
の
政
変
で
義
視
と
対
立
し
た
伊
勢

貞
親
を
政
務
に
復
帰
さ
せ
、
義
尚
の
擁
立
に
動
き
出
し
た
。

　
義
視
を
新
将
軍
と
し
て
・
・
・

　

一
方
、
細
川
勝
元
は
義
視
の
擁
立
に
は
動
か
ず
、
出
家
を
勧
め
た
。
そ
の
た
め
義
視
は
再
度
出
奔
し
て

比
叡
山
に
登
る
。
西
軍
は
比
叡
山
に
使
い
を
出
し
て
義
視
を
迎
え
入
れ
、
新
将
軍
と
し
て
奉
り
、
正
親
町

三
条
公
躬
、
葉
室
教
忠
ら
も
西
幕
府
に
祗し

候こ
う

（
奉
仕
し
て
御
機
嫌
を
伺
う
）
し
、
幕
府
の
体
裁
を
整
え
た
。

以
降
、
西
軍
で
は
義
視
が
発
給
す
る
御
内
書
に
よ
っ
て
命
令
が
行
わ
れ
、
独
自
に
官
位
の
授
与
も
行
う
よ

う
に
な
る
。

　
大
内
氏
の
活
動
は
・
・
・

　

大
内
政
弘
の
圧
倒
的
な
軍
事
力
に
よ
っ
て
山
城
（
現
・
京
都
南
部
）
は
、
次
第
に
西
軍
に
よ
っ
て
制
圧

さ
れ
た
の
で
、
京
都
市
内
で
の
戦
闘
は
散
発
的
な
も
の
と
な
り
、
戦
場
は
摂
津
・
丹
波
・
山
城
（
京
都
に

近
い
「
畿
内
」）
に
移
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
東
軍
は
反
大
内
氏
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
。

　

文
明
元
年
（1469

）
に
は
、
大
内
氏
の
重
臣
が
離
反
し
て
内
領
に
侵
攻
す
る
。
ま
た
文
明
二
年
に
も
反

乱
が
起
こ
っ
た
が
、
何
れ
も
留
守
居
の
も
の
に
撃
退
さ
れ
た
た
め
、
政
弘
は
軍
を
引
く
こ
と
な
く
、
山
城

の
大
半
は
西
軍
の
制
圧
下
に
在
っ
た
。

　
厭
戦
気
分
が
漂
う
・
・
・

　

そ
れ
以
降
、
東
西
両
軍
の
戦
い
は
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
。
長
引
く
戦
乱
と
盗
賊
の
跋
扈
に
よ
っ
て
何
度

も
放
火
さ
れ
た
京
都
の
市
街
地
は
焼
け
野
原
と
化
し
、
さ
ら
に
上
洛
し
て
い
た
守
護
大
名
の
領
国
に
ま
で

戦
乱
が
拡
大
し
た
の
で
、
京
都
で
の
戦
い
に
専
念
で
き
な
く
な
る
。
か
つ
て
守
護
大
名
達
が
従
っ
て
き
た

幕
府
の
権
力
そ
の
も
の
が
失
墜
し
た
た
め
、
戦
い
を
続
け
て
も
、
得
る
も
の
は
最
早
何
も
無
か
っ
た
の
で

あ
る
。
や
が
て
東
西
両
軍
の
間
に
は
厭
戦
気
分
が
漂
う
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　
有
力
武
将
を
寝
返
ら
せ
る

　

文
明
三
年
（1471

）
五
月
、
斯
波
義
廉
の
重
臣
で
西
軍
の
主
力
だ
っ
た
朝
倉
孝
景
が
将
軍
義
政
か
ら
越

前
守
護
職
に
補
任
さ
れ
、
東
軍
側
に
寝
返
っ
た
。
幕
府
側
は
決
定
的
に
有
利
と
な
る
。

　

文
明
四
年
に
な
る
と
、
勝
元
と
宗
全
の
間
で
和
議
の
話
し
合
い
が
持
ち
上
が
っ
た
。
し
か
し
こ
の
交
渉

は
山
名
氏
と
対
立
す
る
赤
松
政
則
（
赤
松
家
を
再
興
し
、
播
磨
∧
現
・
兵
庫
県
∨
、
美
作
、
備
前
∧
現
・
岡
山

県
∨
三
国
の
守
護
職
を
回
復
し
た
中
興
の
英
主
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
）
の
抵
抗
で
失
敗
す
る
。
三
月
、
勝
元

は
剃
髪
し
、
五
月
に
は
宗
全
が
隠
居
す
る
。

　
幕
府
の
業
務
が
再
開
し
て
・
・
・

　

文
明
五
年
の
三
月
に
は
宗
全
が
、
ま
た
五
月
に
は
勝
元
が
相
次
い
で
死
去
す
る
。
十
二
月
に
は
義
政
が
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義
尚
に
将
軍
職
を
譲
っ
て
隠
居
し
た
。
す
で
に
幕
府
で
は
長
ら
く
空
席
だ
っ
た
侍
所
頭と
う

人に
ん

（
所
司
）
に
赤

松
政
則
が
任
ぜ
ら
れ
、
政
所
の
業
務
も
政
所
頭
人
（
執
事
）
の
伊
勢
貞
宗
に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
、
業
務
の

回
復
に
向
け
た
動
き
が
み
ら
れ
た
。
な
お
管
領
は
、
富
子
の
兄
で
あ
る
公
家
の
日
野
勝
光
が
幕
府
の
役
職

に
就
か
な
い
ま
ま
、
職
務
を
代
行
す
る
。

　
日
野
富
子
が
実
権
を
把
握
す
る

　

一
方
で
富
子
の
勢
力
は
拡
大
し
、
義
政
の
実
権
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
義
政
は
文
明
三
年
（1471

）
こ

ろ
か
ら
、
細
川
勝
元
が
所
有
す
る
邸
宅
（
現
・
上
京
区
堀
川
）
を
利
用
し
た
が
、
の
ち
に
は
「
小
川
御
所
」

ま
た
は
「
小
川
殿
」
と
呼
ば
れ
る
。
隠
居
し
た
義
政
は
こ
こ
に
移
っ
て
（
文
明
六
年
〜
七
年
）、
室
町
邸
に

は
富
子
と
義
尚
が
残
さ
れ
た
。

　
小
競
り
合
い
は
慢
性
的
に
起
こ
る

　

文
明
六
年
四
月
、
山
名
宗
全
の
後
継
者
と
な
っ
た
政
豊
と
細
川
勝
元
の
子
、
政
元
と
の
間
に
和
睦
が
成

立
し
た
が
、
そ
の
後
も
東
軍
は
細
川
政
元
・
畠
山
政
長
・
赤
松
政
則
、
西
軍
は
畠
山
義
就
・
大
内
政
弘
を

中
心
に
惰
性
的
な
小
競
り
合
い
が
続
く
。

　
応
仁
の
乱
は
終
息
に
向
か
う

　

文
明
五
年
に
山
名
、
細
川
が
亡
く
な
り
、
義
政
は
将
軍
の
職
を
義
尚
に
譲
っ
て
隠
居
す
る
。
ま
た
文
明

八
年
に
花
の
御
所
が
焼
失
し
た
の
で
義
政
は
小
川
殿
に
移
る
。

　
　

◇　

◇　

◇　

◇　

◇

　

次
号
で
は
、
文
明
八
年
、
関
東
で
勃
発
し
た
「
長
尾
景
春
の
乱
」
と
、
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
扇
谷
上
杉
家

の
家
宰
、
太
田
道
灌
の
活
動
を
語
り
、
さ
ら
に
応
仁
の
乱
の
終
焉
に
沿
っ
て
、
将
軍
義
政
と
正
室
の
日
野

冨
子
、
次
の
将
軍
を
継
い
だ
義
尚
と
の
間
の
対
立
と
葛
藤
、
混
迷
に
陥
っ
た
室
町
幕
府
の
動
静
に
目
を
向

け
て
み
よ
う
。

　

戦
乱
に
併
せ
て
、
か
く
も
激
し
い
混
乱
の
世
に
、
将
軍
義
政
ら
に
よ
っ
て
比
類
の
無
い
「
東
山
文
化
」

が
生
ま
れ
た
プ
ロ
セ
ス
を
追
う
こ
と
に
し
た
い
。

 　
　
　
　
　
　

次
号
は
『
混
迷
す
る
足
利
政
権 

そ
の
二
』
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[ 享 徳 の 乱 は 終 息 す る ⇨・・・・[ 応 仁 の 乱 が 終 る ⇨・・・・・・・・・・・・ ⇦ 応 仁 の 乱 が 始 ま る ]・・・・ ⇦ 享 徳 の 乱 が 発 生 す る ]

元
号

西
暦

主
な
出
来
事

14581463146814731478 1471 146114741476 1459146014621464146514661467146914701472147514771479 14551457

長
禄
元
年

1456

康
正
元
年

康
正
２
年

14801482 1481

長
禄
４
年

寛
正
２
年

寛
正
３
年

寛
正
４
年

寛
正
５
年

寛
正
６
年

文
正
元
年

応
仁
元
年

応
仁
２
年

文
明
元
年

文
明
２
年

文
明
３
年

長
禄
２
年

長
禄
３
年

文
明
４
年

文
明
５
年

文
明
６
年

文
明
７
年

文
明
８
年

文
明
９
年

文
明
10
年

文
明
11
年

文
明
12
年

文
明
13
年

文
明
14
年

文
明
15
年

文
明
16
年

1484 1483

足利義政足利義尚
義
尚
に
征
夷
大
将
軍
宣
下
、
九
代
将
軍
と
な
る

足
利
義
尚 

権
大
納
言
に
転
任

応
仁
の
乱
が
発
生
す
る

武
蔵
国
五
十
子
の
戦
い
、
応
仁
の
乱
が
終
息
す
る

一
月
、
享
徳
の
乱
が
勃
発
、
足
利
成
氏
は
古
河
公
方
と
な
る

将
軍
足
利
義
政
と
日
野
富
子
が
結
婚
す
る

一
月
、
幕
府
と
足
利
成
氏
と
の
和
睦
が
成
立
（
都
鄙
合
体
）

享
徳
の
乱
が
終
息
す
る

上
杉
氏
は
足
利
成
氏
の
居
城
の
古
河
を
攻
め
る
。
大
石
顕
重

は
こ
れ
に
参
戦
し
、
足
利
義
政
か
ら
感
状
を
受
け
る

文
明
十
二
年
（1480

）
に
か
け
関
東
管
領
上
杉
氏
の
有
力

家
臣
長
尾
景
春
の
反
乱
が
始
ま
る

太
田
道
真
／
道
灌
は
河
越
城
・
江
戸
城
を
築
城
す
る

足
利
政
知
は
下
向
し
て
「
堀
越
公
方
」
に

武
蔵
国
五
十
子
の
近
傍
で
「
太
田
庄
の
戦
い
」

全
国
的
な
飢
饉
で
、
京
都
で
は
八
万
人
が
餓
死
す
る

寛
正
の
土
一
揆

義
政
，
富
子
の
実
子
（
の
ち
の
将
軍
義
尚
）
が
誕
生

義
政
は
弟
の
義
視
を
後
継
ぎ
に
決
め
る

義
政
の
側
近
伊
勢
貞
親
ら
が
追
放
さ
れ
る
（
文
正
の
政
変
）

義
政
は
東
山
の
屋
敷
に
住
み
、
能
や
茶
の
湯
に
（
東
山
文
化
）

細
川
勝
元
、
山
名
持
豊
が
死
去
す
る

義
政
は
堀
川
の
小
河
御
所
を
建
設
し
て
移
る

義
政
は
長
谷
聖
護
院
の
山
荘
に
移
る

徳
政
一
揆
が
問
所
を
破
壊
す
る

義
尚
は
伊
勢
貞
宗
邸
に
居
住
す
る

こ
の
年
か
ら
寛
正
２
年
に
か
け
て
「
長
禄
・
寛
正
の
飢
饉
」

長
禄
合
戦
（
越
前
守
護
斯
波
義
敏
と
守
護
代
の
戦
い
）

京
都
で
多
く
の
死
者
が
発
生
す
る
が
将
軍
義
政
は
こ
の
間
に

花
の
御
所
を
改
築
す
る

畠
山
政
長
は
将
軍
か
ら
偏
諱
を
受
け
る

扇
谷
上
杉
家
持
朝
が
死
去
す
る

持
朝
の
三
男
の
定
正
が
扇
谷
上
杉
家
の
家
督
を
継
ぐ

応
仁
の
乱
は
拡
大
し
て
洛
外
に

応
仁
の
乱
、
東
西
両
軍
の
戦
い
は
膠
着
す
る

太
田
道
真
が
河
越
城
内
で
連
歌
の
会
を
催
す
（
河
越
千
句
）

太
田
道
灌
が
江
戸
城
内
で
歌
合
の
会
を
催
す
（
江
戸
歌
合
）
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本
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
は
年
四
回
（
一
、四
、七
、十
月
、
各
五
日
）
発
行

　
　
「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
・
・
・

　

地
域
住
民
と
行
政
に
対
し
て
取
材
活
動
を
行
な
い
、
報
道
に
よ
っ
て
市

民
の
公
共
参
加
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
市
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
増
進
に
努
め
ま
す
。

　

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
地
域
情
報
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
を
編
集
・
発
行
し
、

無
料
で
配
布
し
ま
す
。

　

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」（
意
見
・
感
想
）
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
部　

原
宛
に
ど
う
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

TEL 090

（3048

）5502


